
 

 

第２３回議会運営委員会 
 

と き 平成３０年１０月１７日（水） 

午前１０時 

ところ 第１委員会室 

付議事項 

１ 市議会モニターからの意見について・・・資料１、２ 

 

２ 議運決定事項の報告方法について・・・資料３ 

 

３ その他 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

市議会モニターとしての意見 

 

 山陽小野田市議会が議会改革の中で、議会基本条例の制定、議会報告会等に続き全国的

にも数少ない市議会モニター制度を導入された事を素晴らしい取り組みと受け止めていま

す。 

 しかし、公募でモニターになってからの、この一年は委嘱状が郵送だった事にはじま

り、意見を文書で出すにしても何をどれくらいの頻度で？回答は？等々の疑問が多々あ

り、委嘱された７人のモニター同士の顔合わせもなく、対応や運営についての未熟さを強

く感じ非常に残念に思っています。 

 今回、私たちモニター有志の意見も受けて設置要綱の第１条に「市民と共に歩み、」が

挿入された事など前進面もありますが、今後とも継続したご尽力に期待しています。 

 しかし、「市民と共に歩み、」とは程遠い現実にやや失望しながら任期終了を前にしての

意見を以下、提出します。 

 

①１２月議会の議会報告会の実施見送りは残念 

 市議会広聴特別委員会で１２月定例議会の議会報告会は行わないと決められました。新

人議員が多いとか、参加者が少ないことなどが理由であった様ですが、報告会を重ねて実

施する中で改善を図るべきであって一旦見送るという結果になった事をきわめて残念に思

っています。 

 定例市議会の度に６会場で実施される議会報告会は市政の重要な案件を市民に分りやす

く説明するだけでなく、市民の質問や様々な意見を直接聞く機会でもあり、議員の負担は

あっても得るものが多いので報告会は議会改革の一丁目一番地として頑張って頂きたいも

のです。 

 

 

提出いただいた意見に対する

回答が遅れましたことに、まず

もっておわび申し上げます。 

 昨年度の市議会モニターへの

委嘱については、御指摘のとお

りであり反省しております。そ

れを踏まえ、今期の市議会モニ

ター様には、委嘱状の交付時に

全員お集まりいただき、役割や

活動内容等の説明をさせていた

だきました。 

 

 

参加していただく市民をどう

増やせばいいか、議会報告会の

内容をどうしていくか等、課題

の洗い出しを含めた在り方を再

検討するための時間をいただく

ため、議会報告会の開催を一旦

見送らせていただきました。 

 ３月定例会の議会報告会から

 

資料１ 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②議会は住民を代表して地方公共団体の意思を決定する期間、提言する機関 

 地方公共団体を代表して提案し執行する市長に対して議会は住民を代表して地方公共団

体の意思を決定する機関、提言する機関と言われています。 

 そのことを踏まえて見るなら津布田、下津、出合保育所の３保育所を廃止して厚狭駅南

部の開発公社の所有地に統合新設するための土地購入費１億４，０００万円を含む当初予

算案が地元の合意形成が極めて不十分などから、予算委員会分科会や予算委員会で相当議

論されたものの結果的に見直すことなく可決される見通しである事を極めて残念に思いま

す。 

 この事業については良好な子育て環境をどう作るか、人口減少が進む中でいかに中山間

地のまちづくりを進めるか等、様々な角度からの検討が必要な重要な施策です。 

 しかしながら、コンパクトシティや保育所の統廃合ありきの観点だけ、それどころか数

年前の洪水被害や高すぎるために売れないと言われている駅前土地区画整理地区を早期に

販売したいという意図が執行部にあり推し進められたと考えざるを得ない状況です。購入

予定価格は、付近の売買実例と比べ数倍高いとも言われており、出合保育所の隣接地や近

「議会カフェ まちづくりだよ

全員集合！」と称し、コーヒー

などを飲みながら、議員を交え

た５～６人のグループごとに意

見交換を行っています。これか

らも、よりよい議会報告会にな

るよう、議員間で協議を重ねて

まいります。 

 

 

本御意見については、今後の委員

会審査等の参考にさせていただ

きます。 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

辺には広大で利用されていない市有地もあるのにこのまま事業を進めることが本当に市民

のための市政なのか大いに疑問です。再度の見直しが必要なのではないでしょうか。 

 この事業は昨年の６月議会に補正予算等で可決されていますが住民への周知が全く不十

分です。 

保護者説明会と４か所での住民説明会が行われましたが該当地区で行われたのは津布田

地区だけ、なぜか出合地区では行われず厚狭地区複合施設で行われた説明会は１０数人の

参加で出合地区民はごく少なかったそうです。 

 「公立保育所再編基本計画に係る説明会のご案内」と言うチラシが班回覧されたそうで

すが、読んでも出合保育所の廃止とは到底理解できないため、わざわざ厚狭の複合施設ま

では行きませんでした。 

 また、前身の幼稚園から数えれば６０年以上もの歴史がある、小学校や公民館に隣接し

た地区の中心部の公共施設が理由も跡地利用の説明もなく廃止される事が決定されたこと

を多くの住民は知らないままです。 

 議員は与党・野党に関係なく執行部が提案したことに対し「市民と共に歩み」の立場に

立って判断をしていただきたいと切に思います。またそのことが執行部の力量を高めるこ

とにつながると確信しています。頑張ってください。 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

一年間の市議会モニターを終えての意見 

 

 ２６日の議会運営委員会におきまして「モニター制度」について協議がなされました。 

 以前の議運におきまして「本議会の会期中に新要綱を決定する」とのお話でしたが、議

運内において一致せず持ち越しとなりました。 

 このことにつきましては、議運の皆さんの前向きな取り組みによるものであり、闊達な

議論がなされていることと受け止め、今後に期待しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 モニター制度については次のような課題があると思います。 

 

１つはモニターの意見をホームページ等に掲載する場合に、全文掲載が原則ではないか

ということです。紙面の都合上割愛する必要がある場合には、要約した文章について提出

 

 

提出いただいた意見に対する

回答が遅れましたことに、まず

もっておわび申し上げます。 

平成３０年４月２４日に改正

施行した市議会モニター設置要

綱第３条において、モニターの

職務をより明確にしました。ま

た、第８条において、その職務

に基づいた意見の取扱いを定義

しました。 

なお、モニター個人からの意

見は、これまで同様に受付け、

回答をするとともに、随時意見

交換会を開催して、よりよい議

会となるよう努力していきま

す。 

 

 

 

頂いた意見を協議した結果、

モニター意見のホームページへ
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

者本人の了承を得ることが必要ではないでしょうか。 

 併せて提出日の記載です。どの時期かではなく、何月何日に提出されたかということに

は意味があります。市民としてモニターとして一所懸命考えたうえで提出した意見です。 

 丁寧な取り扱いをお願いしたい。 

 

 ２つ目はその回答についてです。委員会で具体的に協議されていない回答と言わざるを

得ません。想定以上の数の意見が出てきたこともあるかと思いますが、来年度についても、

現実的に対応できないままでの意見募集では折角モニターに応募し時間をかけて意見提出

をしても何の意味もないように感じます。 

 今後、広聴委員会が対応されるとのことですが、「議運」から「広聴」に責任が移管され

るだけではないでしょうか？本当に「目的に合致した意見」全てにちゃんとした回答が出

されることになるのでしょうか。 

 議会報告会での市民の意見と、モニターから出る意見の取り扱いはどのように違うので

しょうか。モニターの存在意味が何であるのかということです。 

 広く市民の意見を聴くことに異論はありませんが、何よりもその意見に対して明確な回

答が頂けなかった時のモニターの気持ちを考えていただけませんか。この状態が今後も継

続された場合、この組織が「形骸化」するか、更には「信頼されない議会」になってしま

うのではないかと危惧しております。 

 

 

 

 

 

の掲載については、提出日を記

載し、全文掲載します。 

 

 

 

 昨年度については、上記でも

述べましたとおり、回答が遅れ

ましたこと、おわび申し上げま

す。回答については、第３条の

職務に規定した意見の提出を受

けたものについて、きちんと対

応していきます。 

 モニターの存在の意味として

は、第１条の設置にありますよ

うに市議会の活動及び運営に関

し、市民等から意見を広く聴取

し、反映させることにより、市

民と共に歩み、市民からより信

頼される議会となるべく意見の

提出を受けるためであると考え

ます。この趣旨を踏まえ、議会

として対応していきます。 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

 ３つ目は、どのような位置づけで「モニター制度」をつくるのかということについてで

す。議運の議論の中で「諮問機関」や「附属機関」ではない、というお話がありました。 

 条例等に当てはまる制度ではないことは承知しております。 

 しかし議長名で公印の委嘱状を出されている時点で公的な「附属機関」では無いにしろ、

議会に「附属する機関」ではないでしょうか？ここがポイントで、附属する機関でなけれ

ば議長の正式な委嘱状がでないと解釈しておりますがいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に、モニターの任期は３月３１日で終了となりますが、３月５日に提出しましたＮ

ｏ７の意見について取り扱われず無視をされたままで、この度の議運が終わり、何のご連

絡も頂けませんでした。私なりに「前向きな意見を」と、最後まで取り組んできましたが、

任期を終了するにあたりとても残念です。 

 モニター制度は「市民とともに」歩むことにより、議員個々の活動だけでなく、「議会」

という１つの集合体として取り組むことで個々の資質の底上げを行っていただき切磋琢磨

することで「市民から信頼される議会」となる制度だと思います。この１年間色々なこと

を申し上げてきましたが、是非とも更に前進していくことを願っております。 

 委嘱については、設置要綱第

１条のとおり市民からより信頼

される議会となるべく、モニタ

ーという役割をお願いすること

と理解しています。したがいま

して、議会を代表して議長がモ

ニターを委嘱しておりますが、

「附属する機関」という解釈で

なくとも委嘱状を交付すること

ができると考えます。 

なお、附属する機関でないと

しても、モニターの方々には十

分な責務をお願いしていると考

えています。 

 

 こちらについては、先日、ホ

ームページに公表をしました。

回答が遅れまして申し訳ありま

せん。 

 いただいた御意見を受け、少

しずつ改善をしていき、よりよ

い議会となるべく努力していき

ます。 
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モニターからの意見 議会の考えと対応 

一年間の総括について 

 

 モニターの目的は市議会の活動について市民から意見を聞き、反映させることである。 

私自身、モニターの活動内容である、本会議等の傍聴、ネット中継の視聴、議会報告会に

参加、議会だより等に対する意見の提出の中でどれだけの活動ができ、意見の提出ができ

ただろうか、反省している。モニターとして市民の声が反映できただろうか、自問してい

る。 

 ただ、モニターとして少しかかわった中で感じたことは、本来の目的である「市議会の

活動について市民から意見を聞き、反映させること」に対して、モニターの意見が具体的

にどう反映されていくのだろうかというプロセスが理解できなかった。 

 そのためにはモニターの役割を明確化し、モニターからの意見に対して議会がどう対応

したかを具体的に示す必要があると感じた。 

 それが本来の目的であるモニターを通しての市民の声になるのだろうと思った。 

 

 

 提出いただいた意見に対する

回答が遅れましたことに、まず

もっておわび申し上げます。 

 平成３０年４月２４日に改正

施行した市議会モニター設置要

綱第３条において、モニターの

職務をより明確にしました。ま

た、第８条において、その職務

に基づいた意見の取扱いを定義

しました。 

なお、モニター個人からの意

見は、これまで同様に受付け、

回答をするとともに、随時意見

交換会を開催して、よりよい議

会となるよう努力していきま

す。 
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モニターからの意見 対応 

 モニターとしての意見（過去の検証） 

１、昨年意見として出た、担当部課に聞けば済む話を何故一般質問で聞くのかについて

の回答は「一般質問は、執行機関を監視し適正な行政運営を確保するためにも重要な

役割を持っています。このことを全議員が念頭に置き質問できるように努めてまいり

ます」とあったが、その後の取り組みと成果について具体的な説明を求める。 

２、昨年意見として出た、議員報酬と政務活動費についての質問に対しての回答は「今

後の議論の参考にさせていただきます」とあったが、その後の議論または取り組みは

どのようなものがあったのか、具体的な説明を求める。 

３、昨年意見として出た、全員協議会については「全員協議会の運営については、今後、

議会運営委員会で検討してまいります」との回答だったがその後どのような議論でど

うなったのか具体的な説明を求める。 

４、昨年意見として出た、熊本市の「公務における子育て支援策」について「議会運営

委員会において、今後検討してまいります」とのことだったが、どうなっているのか

具体的な状況についての説明を求める。 

５、ご承知のように、日本の法律においては「罪刑法定主義」が原則です。何の罪が

適応されるのかが明確に示され、それに基づいて刑が決定されるということです

が、当山陽小野田市議会においてはこの罪刑法定主義の基本スタンスで運営されな

いのでしょうか。もし、そうだとすると民主主義を脅かす「魔女狩り」のような事

態も想定され看過できません。 

代表事例として、政治倫理審査会で杉本議員が条例違反と認定されたが、第何条

何項何号に違反と認定されたのか。議長からの口頭注意、本会議場における本人の

謝罪となったが「罪刑法定主義」の原則からその根拠が示されていないことは大き

な疑問である。 

議会としてのスタンス及び、杉本議員の政治倫理条例違反の適用条項を明確に示さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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モニターからの意見 対応 

れたい。 

５、政治倫理審査会で杉本議員が条例違反と認定されたが、第何条何項に違反と認定さ

れたのか。 

６、杉本議員は本会議場で「新たな決意」を述べたが、謝罪がなかった。山陽小野田市

議会としてこれでよいと考えるのか。 

７、倫理条例違反の罰則規定についての規定がない。人によってその内容が異なること

は「法の下での平等」の原則に反することになる。 

公平な議会運営のために、懲罰規定を整備する必要があると考えるがいかがか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議会運営委員会における決定事項の報告に係る県内各市の状況

調査事項 下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市

議会運営委員会での決定事
項の報告状況

会議ではなく、書面など別の方法で
行っている

会議ではなく、書面など別の方法で
行っている

特に報告していない 本会議とは別の会議で行っている
会議ではなく、書面など別の方法で
行っている

報告する会議の名称とその
会議で報告するとしている
理由

【会議の名称】
全員協議会
【理由】
会議規則において、全員協議会を議員
間の意見の調整、連絡及び協議を行う
場として位置付けているため。

会議ではない別の方法

タブレット端末導入により、SideBooks
（クラウド本棚）に議運決定事項（議
運委員長名による文書）のファイルを
アップロードしている。

本市議会の先例により、議会運営委員
会の決定事項は、会派の所属議員数の
比率に応じて選出されている議会運営
委員が、各所属会派において責任を
もって周知することとしている。その
うち、定例会・臨時会の会期及び日程
については、「宇部市議会定例会(臨時
会)の運営に関する協議決定事項」とし
て印刷し、決定後直ちに議会事務局が
会派等控室に各所属議員の人数分を配
付した上で、議会運営委員が会派ごと
に周知している。
　なお、会派に属さない議員は、議会
運営委員に選出されないため、当該委
員会の決定事項は全て議会事務局から
連絡することとしている。

各会派から委員を選出しており、決定
事項については、委員から会派議員へ
伝達している。また、議事日程につい
てはＨＰに掲載している。

その他（根拠等）

議員からの要望による。
議会運営委員会における主な協議結果
は、文書により全議員に通知するもの
とする。
（先例171　議運決定）

決定事項について委員及び委員外議員
が各会派に持ち帰り周知することとし
ている。
（山口市議会議会運営委員会運営規程
第３条及び第５条）

（萩市議会会議規則別表（第159条関
係））

（防府市議会運営基準）

備考

資料３
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議会運営委員会における決定事項の報告に係る県内各市の状況

調査事項 下松市 岩国市 光市 長門市

議会運営委員会での決定事
項の報告状況

特に報告していない 特に報告していない 特に報告していない
(1) 本会議とは別の会議で行っている
(2) 会議ではなく、書面など別の方法
で行っている

報告する会議の名称とその
会議で報告するとしている
理由

【会議の名称】
全員協議会
【理由】
議員全員が対象の協議会であり、会議
規則において、全員協議会の目的の一
つに議員間の意見の調整、連絡及び協
議を行うことと記載されているため。

会議ではない別の方法 メール、郵送などによる資料の送付

その他（根拠等）

各会派から議会運営委員会の委員を選
出しており、基本的には会派内で報告
をしてもらうことになっているので、
事務局からの連絡はしていない。無会
派の議員は、申し合わせにより委員外
議員として委員会に出席している。
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議会運営委員会における決定事項の報告に係る県内各市の状況

調査事項 柳井市 美祢市 周南市 山陽小野田市

議会運営委員会での決定事
項の報告状況

会議ではなく、書面など別の方法で
行っている

本会議とは別の会議で行っている
会議ではなく、書面など別の方法で
行っている

本会議とは別の会議で行っている

報告する会議の名称とその
会議で報告するとしている
理由

【会議の名称】
議員全員協議会
【理由】
会議規則で、議会運営に関し協議又は
調整を行うための場として、会派代表
者会議、議員全員協議会を設けている
が、議員全員への連絡、協議調整の場
としては議員全員協議会が適当である
ため。

【会議の名称】
議員連絡会
【理由】
過去から、慣例で非公式の全員協議会
で行っていたが、会議規則で全員協議
会を公式の会議として位置付けたた
め、それに代わる非公式の議員連絡会
で行っている。したがって、根拠とな
る規定はない。

会議ではない別の方法

(1) 定例会、臨時会の議事運営につい
ては、各議員宛てFAXしている。
(2) 委員から所属会派の各議員に周知
する。無所属の議員については、必要
に応じて事務局から周知する。

委員長名で全議員にファクス送信して
いる

その他（根拠等）

委員から所属会派の各議員に周知す
る。定例会、臨時会の議事運営につい
ての決定事項は、事務局から各議員に
通知する。無所属の議員については、
必要に応じて事務局から周知する。
（議会申し合わせ事項）

会期中の委員会においては、委員から
各議員に周知する。定例会、臨時会の
議事運営についての決定事項は各議員
に原則ＦＡＸで通知する。
（議会運営等の申し合わせ事項）
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１　ＦＡＸによる連絡について
議会日程や簡潔な文章で表現可能な簡
易な決定事項については、ＦＡＸによ
り連絡。
２　会派による周知について
　会派内で意見を取りまとめ、議運で
の協議を経て決定された案件や議運で
の詳細なやり取りや会議での雰囲気
を、簡易な文章で表現しがたい案件に
ついては、会派を通じて周知。
３　会期中の追加議案について
　会期中については、特に手段を講じ
て連絡はしていない。
４　重要な決定事項について
　議員提出議案等議員に直接係る重要
案件については、全員協議会を開催
し、周知。

急を要する開催のときには、議運の委
員の所属する会派の委員には会派で周
知をする。議運委員のいない会派及び
会派に属していない議員は委員外議員
として議運に出席する
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